
第 1 0 6 2回 教 育 委 員 会 

 

平成30年９月12日  

県庁舎教育委員室  

 

１ 開   会    午後２時 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 会期の決定 

 

４ 議   題 

議第１号 山形県教育職員の長期研修に関する規則等の一部を改正する規

則の設定について                （義務教育課） 

議第２号 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価について                  （総務課） 

議第３号 山形県産業教育審議会委員の解任及び任命に係る臨時専決処理

の承認について                 （高校教育課） 

議第４号 平成30年度山形県教育功労者表彰被表彰者の決定について 

○○○○○○○○○○○○○      （総務課） 

議第５号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づ

く意見について 

議第５号の１ 平成30年度山形県一般会計補正予算（第２号）のうち教育委員会に関す

る事務に係る部分                    （総務課） 

議第５号の２ 山形県個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例案 

                           （総務課） 

議第５号の３ 山形県立鶴岡工業高等学校体育館改築（建築）工事請負契約の一部変更

について                        （総務課） 

 

５ 閉   会 



議第 １ 号 

 

   山形県教育職員の長期研修に関する規則等の一部を改正する規則の設定 

について 

 

山形県教育職員の長期研修に関する規則等の一部を改正する規則を次のように制

定する。 

 

山形県教育職員の長期研修に関する規則等の一部を改正する規則 

（山形県教育職員の長期研修に関する規則の一部改正） 

第１条 山形県教育職員の長期研修に関する規則（昭和 53 年４月県教育委員会規則

第５号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「及び市町村立小中学校」を「並びに市町村立小学校、中学校及び義務

教育学校（以下「市町村立学校」という。）」に改める。 

  第４条中「市町村立小中学校」を「市町村立学校」に改める。 

 （山形県教員の大学院における研修に関する規則の一部改正） 

第２条 山形県教員の大学院における研修に関する規則（昭和 56 年４月県教育委員

会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「市町村立小学校及び中学校（以下「市町村立学校」という。）」を「市

町村立小学校、中学校及び義務教育学校」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

義務教育学校に係る規定の整備を図るため提案するものである。 

 

平成 30 年９月 12 日提出 

 

山形県教育委員会 

教育長 廣 瀬  渉 
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山形県教育職員の長期研修に関する規則等の一部を改正する規則 新旧対照表 

第１条（山形県教育職員の長期研修に関する規則の一部改正） 

現   行 改 正 案 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、別に定めるものを除き、教

育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第22条

第３項の規定に基づく県教育委員会の所管に属

する県立学校（以下「県立学校」という。）及

び市町村立小中学校に勤務する教育職員の長期

研修に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、別に定めるものを除き、教

育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第22条

第３項の規定に基づく県教育委員会の所管に属

する県立学校（以下「県立学校」という。）並

びに市町村立小学校、中学校及び義務教育学校（以

下「市町村立学校」という。）に勤務する教育職

員の長期研修に関し必要な事項を定めるものと

する。 

第２条及び第３条 －略－ 第２条及び第３条 －略－ 

（研修生の決定） （研修生の決定） 

第４条 研修生は、県立学校に勤務する教育職員

にあつては校長が、市町村立小中学校に勤務す

る教育職員にあつては市町村教育委員会が推薦

した者のうちから教育長が決定するものとす

る。 

第４条 研修生は、県立学校に勤務する教育職員

にあつては校長が、市町村立学校に勤務する教

育職員にあつては市町村教育委員会が推薦した

者のうちから教育長が決定するものとする。 

２ 県立学校の校長又は市町村教育委員会は、前

項の規定による推薦をするときは、次に掲げる

事項を記載した書類を教育長に提出しなければ

ならない。 

２ 県立学校の校長又は市町村教育委員会は、前

項の規定による推薦をするときは、次に掲げる

事項を記載した書類を教育長に提出しなければ

ならない。 

(１) 研修生として推薦する者の職氏名 (１) 研修生として推薦する者の職氏名 

(２) 研修内容及び計画 (２) 研修内容及び計画 

(３) 校長又は市町村教育委員会の意見 (３) 校長又は市町村教育委員会の意見 

(４) その他必要と認める事項 (４) その他必要と認める事項 

第５条～第10条 －略－ 第５条～第10条 －略－ 

  

 

第２条（山形県教員の大学院における研修に関する規則の一部改正） 

現   行 改 正 案 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、教育公務員特例法（昭和24

年法律第１号）第22条第３項の規定に基づき、

県立学校並びに市町村立小学校及び中学校（以

下「市町村立学校」という。）に勤務する教員

の山形大学、上越教育大学、東北芸術工科大学

及び東北公益文科大学の各大学院（以下「大学

院」という。）における研修に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、教育公務員特例法（昭和24

年法律第１号）第22条第３項の規定に基づき、

県立学校並びに市町村立小学校、中学校及び義務

教育学校に勤務する教員の山形大学、上越教育

大学、東北芸術工科大学及び東北公益文科大学

の各大学院（以下「大学院」という。）におけ

る研修に関し、必要な事項を定めるものとする。 

第２条～第12条 －略－ 第２条～第12条 －略－ 
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山形県教育職員の長期研修に関する規則山形県教育職員の長期研修に関する規則山形県教育職員の長期研修に関する規則山形県教育職員の長期研修に関する規則等等等等の一部の一部の一部の一部を改正する規則の概要を改正する規則の概要を改正する規則の概要を改正する規則の概要    

 

 

第１ 改正内容 

 

山形県教育職員の長期研修に関する規則及び山形県教員の大学院における研修に関す

る規則に、義務教育学校に係る規定を整備するもの。 

 

 

第２ 施行期日 

   

公布の日から施行する。 
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議第 ２ 号 

 

   教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価 

について 

 

教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果につ

いて、別紙のとおり報告書を作成し、県議会に提出するとともに、公表する。 

 

   提 案 理 由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 26 条第１

項の規定により、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価の結果について、報告書を作成し、県議会に提出するとともに、公表するため提案

するものである。 

 

平成 30 年９月 12 日提出 

 

山形県教育委員会 

教育長 廣 瀬  渉 
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                 （参 考）  

平成２９年度教育委員会活動の点検・評価について 

 

  

１ ８月定例教育委員会（８月21日）報告からの変更点（別紙参照） 

（１）教育懇話会における意見を踏まえた文言の追加 

（２）目標値の誤記（取り違え）による評価の訂正（◎から○への訂正１項目） 

（３）達成状況一覧における再掲指標の削除及び目標数の訂正（47→45） 

 

 

２ 教育懇話会（８月28日）における主な意見 

 （１）学校に対する支援への意見 

・学校の活動全般に余裕が無いと感じる。教職員が余裕をもって子供達の教育にあたること

が出来る環境を作ってほしい。 

・先生にとって何より大切なのは、（指標に表れる数字よりも）「子どもたちが憧れを感じる

存在であるか」ということ。各校で工夫した取組みを進めてほしい。 

・社会の変化が激しい時代であるからこそ、普遍的な「基本的な人権を尊重する」というこ

とを常に考え、行動し、子ども達にも伝えていく必要がある。 

・（特別支援学校における）個別指導計画については、量だけではなく質の確保にも努めて

ほしい。また、一般校の児童生徒・教職員等に対する、障がいの理解・啓発の取組みにも

努めてほしい。 

 （２）家庭・地域等に係る意見 

・教員が授業づくり等の校務に専念できるようにするためには、家庭の教育や生活に関する

課題があると思う。家庭でも、基本的生活習慣の確立、家庭学習の習慣づけなど、もっと

やれることがあるのではないか。 

・幼稚園や保育園での子どもたちの姿を、小学校の先生に見てもらう等幼保・小の連携につ

いて、さらに効果的に進められるようにしていただきたい。 

・文化財保護法が改正され、文化財の活用に関する機運が高まっているが、保全と活用のバ

ランスを取ることが重要なので、活用に偏ることなく保全にもしっかり取り組んでほしい。 

 （３）運動・スポーツに係る意見 

・競技スポーツは結果が全てであるが、数字だけでは評価しきれない部分もある。指導者の

スキルの向上やアスリート自身への教育などの視点も踏まえ競技スポーツを推進してほ

しい。 

・山形で活躍する若い選手が中央等で活躍した後、山形に戻りたいと思うような教育が必要

ではないか。 

（４）全般に係る意見 

・数値的に達成した項目について質的な面をどう捉えていくかが重要である。 

・指標の評価について、項目毎に評価するだけではなく関連する項目を併せて評価するとい

った視点も必要ではないか。 
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平成29年度「教育に関する事務の管理及び執行状況」の点検及び評価報告書（案） 

修正等一覧 

 

修正箇所 ８月定例教育委員会時点 最終案 

 

〈P６、P25〉 

２ 思いやりの心と規範意

識の育成 

 

【目標】、【達成状況と評価】

の欄 

 

目標値の誤記（取違え）に

よる訂正 

 

 

・学校のきまり（規則）を守ってい

る児童生徒の割合（全国学力・学

習状況調査） 

 小学校６年生：９０％ 

 中学校３年生：７７％ 

 

◎達成 

小学校６年生：９１.９％ 

中学校３年生：９５.２％ 

 

・学校のきまり（規則）を守っている

児童生徒の割合（全国学力・学習状

況調査） 

 小学校６年生：９５％ 

 中学校３年生：９７％ 

 

○概ね達成 

小学校６年生：９１.９％ 

中学校３年生：９５.２％ 

 

〈P14〉 

10 特別支援教育の充実 

 

【今後の対応・改善点等】

の欄 

 

懇話会を踏まえた追加 

 

・今後も、障がいのある幼児児童生

徒一人ひとりへの支援が充実す

るよう、障がいの重度化・多様化

に対応できる専門性の向上や教

育的ニーズに応じた多様な学び

の場の整備に努めていく。 

 

 

・今後も、障がいのある幼児児童生徒

一人ひとりの特別な教育ニーズに応

じた適切な支援が実施できるよう、

「個別の指導計画」の質の向上を図

っていくとともに、障がいの重度

化・多様化に対応できる専門性の向

上や教育的ニーズに応じた多様な学

びの場の整備に努めていく。 

 

・公立幼・小・中・高における、児童

生徒・教員等に対する理解・啓発の

取組みを促進していく。 

 

 

〈P16〉 

11 信頼される学校づくり

の推進 

 

【今後の対応・改善点等】

の欄 

 

懇話会を踏まえた追加 

 

・今後とも、信頼される学校づくり

を進めていくため、教職員が持て

る力を十分に発揮できるよう心

身両面からの健康管理対策及び

相談体制の充実を図る。 

 

（以下省略） 

 

 

・教員が児童生徒と向き合い教育に専

念できる時間を確保するため、家庭

や地域と連携しながら、学校におけ

る働き方改革の取組みを進め、教員

の業務負担の軽減を図っていく。 

 

・今後とも、信頼される学校づくりを

進めていくため、教職員が持てる力

を十分に発揮できるよう心身両面か

らの健康管理対策及び相談体制の充

実を図る。 

 

（以下省略） 

 

 

〈P25〉 

平成２９年度教育委員会活

動の点検・評価  

達成状況一覧 

 

【達成状況】の欄 

 

・再掲指標の削除及び目標

数の訂正 

・目標値の誤記（取違え）

に伴う達成状況の訂正    

 

【達成状況】 

設定目標 47 項目 

◎：達成 15 

○：概ね達成（８割以上）14 

×：未達成 11 

△：調査中５  

- ：調査不能２ 

 

【達成状況】 

設定目標 45 項目 

◎：達成 13 

○：概ね達成（８割以上）14 

×：未達成 11 

△：調査中５  

- ：調査不能２ 

 

※その他、表現統一のための字句の修正を行っております。 
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